
 

 



 

 



1 
 

 

 

 

※ 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

➢

➢

➢

➢
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

➢
 

 

 

➢



7 
 

◼

◼ ◼



8 
 

【八戸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則】 

昭和 50 年 8 月 26 日 

教育委員会規則第 11 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、市民のスポーツ・レクリエーション活動及び社会教育活動の普及振興を図るため、

学校施設を学校教育に支障のない範囲で計画的かつ継続的に開放することについて必要な事項を定め

るものとする。 

(定義) 

第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 学校施設 八戸市立学校の施設をいう。 

(2) スポーツ・レクリエーション活動 スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第 24 条に規定す

るスポーツ・レクリエーション活動をいう。 

(3) 社会教育活動 社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第２条に規定する社会教育に関する活動

をいう。 

(4） 学校施設開放 学校施設をスポーツ・レクリエーション活動及び社会教育活動の普及振興 のため

の事業の利用に供することをいう。 

(教育委員会等の役割) 

第 3 条 学校施設開放に関する事務は、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。 

2 学校⾧は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放に努めるものとする。 

3 学校教育及び社会教育に関する機関及び団体は、集団的な遊びの指導、安全指導その他学校施設開放

の事業の運営に関し、協力するものとする。 

(開放校の決定) 

第 4 条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとすると

きは、あらかじめ当該学校⾧の意見を聞かなければならない。 

(対象となる学校施設) 

第 5 条 学校施設開放は、次の各号に掲げる学校施設のうち、開放校ごとの実情に応じて教育委員会が

定めるもの（以下「開放施設」という。）を対象として行うものとする。 

(1) 校庭 

(2) 体育館 

(3) 柔剣道場 

(学校施設開放の期間等) 

第 6 条 学校施設開放の期間、日時その他運営については、教育委員会が別に定める。 

(利用団体の登録) 

第 7 条 学校施設開放において、開放施設を利用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも

該当する団体であって、利用しようとする年度ごとにあらかじめ教育委員会の登録を受けたもの（以下

「登録団体」という。）とする。 

(1) スポーツ・レクリエーション活動又は社会教育活動を目的とした団体であること。 
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(2) ５人以上で構成され、その過半数が市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者であること。 

(3) 団体の代表者が市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する 18 歳以上の者（高等学校等（高等

学校等就学支援金の支給に関する法律（平成 22 年法律第 18 号）第２条に規定する高等学校等を

いう。）の在籍者を除く。）であること。 

２ 前項の登録を受けようとする団体は、教育委員会に申請しなければならない。 

３ 登録団体は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を教育委員会に申請し、そ

の承認を受けなければならない。 

４ 前２項に規定する登録の申請又は登録事項の変更に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

(利用の許可) 

第 8 条 開放施設を利用しようとする登録団体は、利用しようとする日の３日前までに教育委員会へ申

請し、あらかじめ許可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付けることができる。 

３ 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用を認めない。ただ

し、第３号に該当する場合にあっては、小学生又は中学生を対象とした事業である場合に限り、その利

用を認めることができる。 

 (1) 政治活動のための利用であると認めるとき。 

 (2) 宗教活動のための利用であると認めるとき。 

 (3) 専ら営利を目的とする利用であると認めるとき。 

 (4) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。 

 (5) 学校施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。 

 (6) 学校施設の管理に支障があると認めるとき。 

 (7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。 

 (8) その他教育委員会が不適当と認めるとき。 

４ 前３項に定めるもののほか、利用の申請及び許可に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（利用条件の変更等） 

第 9 条 教育委員会は、前条第１項の規定による許可を受けようとする登録団体又は当該許可を受けた

登録団体（以下「利用団体」という。）が当該利用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、開

放施設の利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。 

(1) この規則又は利用許可の条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の行為により利用許可を受けたとき。 

(3) 学校又は教育委員会が使用する必要が生じたとき。 

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。 

(5) その他学校施設の管理運営上支障があると認められるとき。 

２ 前項の規定により利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消した場合に

おいて、当該変更、停止又は取消しにより当該登録団体又は当該利用団体に損害を及ぼすことがあって

も、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。 

(事故等の責任) 

第 10 条 利用団体は、開放施設の利用中に事故が発生したときは、教育委員会の責めに帰すべき場合を
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除き、その責めを負うものとする。 

２ 利用団体は、学校施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従っ

てこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。 

(適用除外) 

第 11 条 八戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和 39 年八戸市教育委員会規則第３号）

第 27 条から第 35 条までの規定は、この規則による開放施設の利用に関しては、適用しない。 

(施行事項) 

第 12 条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、昭和 50 年９月 1 日から施行する。 

附 則（昭和 51 年７月 21 日教委規則第 15 号）抄 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 14 年２月 28 日教委規則第 2 号） 

この規則は、平成 14 年３月 1 日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 28 日教委規則第 26 号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年２月 18 日教委規則第３号） 

１ この規則は、令和８年５月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 
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【八戸市学校施設開放事業実施要綱】 

（目的） 

第１条 この要綱は、八戸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則（昭和 50 年八戸市教育委員

会規則第 11 号。以下「規則」という。）第 12 条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（学校施設開放の期間及び時間等） 

第２条 学校施設開放の期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、八戸市教育委員会（以下、「教育

委員会」という。）は、開放校の意見を聞いて、開放期間及び開放する時間を変更することができる。 

開放施設 開放期間 開放する時間 

校庭 ４月から 11 月までの土・日・祝日 午前８時から午後６時までのうち、愛好

会・部活動・地域クラブ等の活動時間以

外の時間 

体育館 ４月から翌年３月まで 午後７時から午後９時まで 

柔剣道場 ４月から翌年３月まで 午後７時から午後９時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間は開放しない。 

(1) 学校行事等において支障のある期間 

(2) 災害発生時の避難所として開設している期間 

(3) 選挙の投票所として開設している期間 

(4) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの期間 

（利用団体登録の有効期間等） 

第３条  利用団体登録（以下、「団体登録」という。）の有効期間は、教育委員会が団体登録を承認した日

から当該年度の３月 31 日までとする。 

２ 翌年度の団体登録の申請は、前年度の 11 月１日から受付を開始する。 

（団体登録等の方法） 

第４条 規則第７条第２項に規定する団体登録の申請は、「八戸市電子申請サービス」を使用する方法に

より行うものとし、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が必要と認める場合

にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに定める場合にあっては、規則第７条第２項に規定する団体登録の申請は「学校施

設開放団体登録申請書（別記第１号様式）」を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。 

３ 教育委員会は、前項の申請がされたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、「学校施設開

放団体登録承認書（別記第２号様式）」を交付する。 

４ 承認を受けた団体（以下、「登録団体」という。）は、登録申請内容に変更があったときは、「学校施

設開放団体登録事項変更申請書（別記第３号様式）」を教育委員会に申請し承認を受けなければならな

い。 

５ 教育委員会は、前項の申請がされたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、「学校施設開

放団体登録事項変更承認書（別記第４号様式）」を交付する。 

６ 規則第７条第１項の要件を満たさなくなった場合、又はシステムを使用する必要がなくなった場合

は、「学校施設開放団体登録廃止申請書（別記第５号様式）」を教育委員会に提出しなければならない。 
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７ 教育委員会は、前項の規定により申請があった場合は、団体登録の廃止を行う。 

（重複登録の禁止） 

第５条 同一の団体（一方の団体構成員の過半数が他方と同一の場合のほか、団体構成員、活動内容等か

ら教育委員会が実質的に同一団体であると判断した場合を含む。）が重複して団体登録を受けることは

できない。 

２ 同一の団体について重複して団体登録がなされていることが明らかになったときは、教育委員会は、

それらの団体登録のうち最新のものを除き団体登録を抹消することができる。 

（利用の許可） 

第６条 規則第８条第１項に規定する学校施設の利用申請は、「八戸市学校施設開放予約システム（以下、

「予約システム」という。）」を使用する方法により行うものとし、あらかじめ教育委員会の許可を受け

なければならない。ただし、教育委員会が必要と認める場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに定める場合にあっては、規則第８条第１項に規定する利用申請は「学校施設開放

利用申請書（別記第６号様式）」を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。 

３ 教育委員会は、前項の申請がされたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、「学校施設開

放利用許可書（別記第７号様式）」を交付する。 

４ 許可を受けた利用団体は、当該利用を中止する場合は「学校施設開放利用中止届（別記第８号様式）」

を教育委員会に提出しなければならない。 

（利用申請の期間） 

第７条 利用申請の期間は、次の各号の利用団体区分に応じて設定する。 

(1) 小・中学生を主な対象とした活動を行う利用団体 利用希望日の属する月の３か月前の１日から３

日前まで 

(2) 高校生以上を主な対象とした活動を行う利用団体 利用希望日の属する月の２か月前の１日から

３日前まで 
２ 翌年度の利用申請は、前項第１号については前年度の１月１日から、同第２号については前年度の

２月１日から受付を開始する。 

（利用申請枠の範囲） 

第８条 利用団体は、前条第１項各号の規定による申請期間内に単一又は複数の開放校及び開放施設数

にかかわらず、１か月当たり合計で最大 12 枠まで申請することができる。 

（利用団体の決定） 

第９条 利用団体は、先着順で決定する。 

（利用報告） 

第 10 条 利用団体は、開放施設利用後は予約システムにより速やかに利用報告をしなければならない。

ただし、教育委員会が必要と認める場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに定める場合にあっては、「学校施設開放利用報告書（別記第９号様式）」を教育委員

会に提出しなければならない。   

（遵守事項） 

第 11 条 利用団体は、次の各号を遵守しなければならない。 

(1) 利用許可を受けた団体以外の団体に権利を譲渡、転貸しないこと。 
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(2) 利用時には必ず 18 歳以上（高等学校等の在籍者を除く。）の責任者を置くこと。 

(3) 利用許可された場所以外に立ち入らないこと。 

(4) 屋内では、上履きに履き替えること。 

(5) 利用開始時の準備は開始時間以降、終了時の片付けは終了時間までに行い、利用許可時間外の利

用をしないこと。また、利用後は、学校敷地内から速やかに退出すること。 

(6) 騒音防止を徹底し、近隣住民に迷惑をかけないこと。 

(7) 駐車場を利用するときは、決められた場所に車を止め、他の車の通行を妨げることのないように

安全に配慮すること。 

(8) 学校の敷地内で喫煙をしないこと。 

(9) 水分補給以外は、原則、飲食をしないこと。 

(10) 使用した道具や備品等は、元の場所に戻すこと。 

(11) 利用後は、トイレ、器具庫等を含め使用した場所を清掃し、ごみは持ち帰ること。ただし、体育

館フロアは水拭きせずに、備付けのモップ等で乾拭きすること。 

(12) 責任者は、上記のほか鍵の閉め忘れ、照明の消し忘れ、窓の閉め忘れ、トイレの清掃、ごみ拾い

等、全て確認してから退出すること。 

(13) 校庭利用後は、レーキやトンボなどで整地すること。 

(14) 雨で校庭がぬかるんでいるときは、使用しないこと。 

(15) 施設利用中にけが、盗難、その他の事故が発生したときは、教育委員会の責めに帰すべき場合を

除き、その責めを負うこと。 

(16) 学校施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復

し、又はその損害の賠償をすること。 

(17) 八戸市小学校スポーツ活動・中学校運動部活動の指針に準じ、適切な休養日、活動時間に配慮す

ること。 

 

附 則 

  この実施要綱は平成 17 年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この実施要綱は令和元年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年５月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 
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【関係法令】 

【学校教育法】 

第百三十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設

を社会教育その他公共のために、利用させることができる 

 

【社会教育法】 

第四十四条 学校（国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。）の管理機関は、学校教育

上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めな

ければならない。 

２ 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学⾧若しく

は理事⾧又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事⾧、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認定

こども園にあつては設置者である地方公共団体の⾧又は公立大学法人の理事⾧、大学及び幼保連携型

認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は

公立大学法人の理事⾧をいう。 

 

【スポーツ基本法】 

第十三条 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 2 条第 2 項に規定する国立学校及び公立学校並びに

国（国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人を含む。）及び

地方公共団体（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 68 条第 1 項に規定する公立大学法

人を含む。）が設置する幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園を

いう。）の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のス

ポーツのための利用に供するよう努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るた

め、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければな

らない。 


